
区分 所属団体名 役職 氏名 備考

規程第5条
第1号

大竹市 市民生活部長 井 上 剛 出席

規程第5条
第2号

有限会社　大竹タクシー 代表取締役　 土 本 昌 広
代理出席
住田　澄泰

規程第5条
第3号

国土交通省中国運輸局
広島運輸支局

首席運輸企画専門官 藤 本 陽
代理出席
今坂　公治

規程第5条
第4号

大竹市自治会連合会女性部会 部会長 長 光 美 佐 子 出席
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